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【
改
正
内
容
】

　
「
民
間
主
導
の
自
立
型
経
済
の

発
展
」
と
い
う
沖
縄
振
興
の
基

本
方
針
を
大
き
く
前
に
進
め
る

た
め
に
、
沖
縄
振
興
計
画
の
策

定
主
体
を
県
へ
変
更
、
一
括
交

付
金
の
交
付
な
ど
、
県
の
主
体

性
を
よ
り
尊
重
し
た
内
容
と
す

る
と
と
も
に
、
財
政
・
税
制
面

を
中
心
と
し
た
国
の
支
援
措
置

を
拡
充
。

【
施
行
期
日
】

　

平
成
24
年
４
月
１
日

　
（
一
部
は
公
布
の
日
）

  

１
．
沖
縄
振
興
計
画
等

○
国
が
「
沖
縄
振
興
基
本
方
針
」

を
、
県
が
「
沖
縄
振
興
計
画
」

を
策
定
。（
図
１
）

※

県
が
「
沖
縄
振
興
計
画
」
の

原
案
を
作
成
し
、
国
が
決
定

す
る
仕
組
み
を
変
更
。

※

県
が
策
定
す
る
分
野
別
計
画

（
観
光
・
情
報
通
信
・
農
林
水

産
・
職
業
安
定
）
は
廃
止
。

  

２
．
産
業
の
振
興

（
１
）
新
た
な
地
域
制
度
の
創
設
・

拡
充
（
図
２
）

（
２
）
農
林
水
産
業
の
振
興
の
た

め
の
配
慮
規
定
を
継
続

（
３
）
電
気
の
安
定
的
か
つ
適
正

な
供
給
の
確
保
の
拡
充

・
発
電
用
の
石
炭
（
継
続
）
及

び
Ｌ
Ｎ
Ｇ（
新
規
）
に
係
る

石
油
石
炭
税
を
免
除
し
、
電

気
料
金
の
一
部
を
構
成
す
る

燃
料
費
の
低
減
や
、
環
境
負

荷
の
小
さ
な
Ｌ
Ｎ
Ｇ
火
力
発

電
所
の
導
入
促
進
を
支
援
。

・
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
を

２
／
３
と
し
、
電
気
料
金
の

一
部
を
構
成
す
る
公
租
公
課

の
低
減
を
支
援
。

（
４
）
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

の
業
務
特
例
を
継
続

  

３
．
雇
用
の
促
進
等

（
１
）
失
業
者
求
職
手
帳
制
度
等

を
継
続

（
２
）
人
材
の
育
成
等
に
関
す
る

努
力
義
務
規
定
を
創
設

「発展
本
方

た
め

定
主

付
金

性
を

る
と

を
中

を
拡

【
施平（１国

○
国をををを

※

県県原原すす

※

県県（（産産

沖縄振興特別措置法の
一部を改正する法律のポイント

特集

Special
Edition1［内閣府］

	情報通信産業特別地区

24市町村を予定 那覇市、浦添市、名護市、
宜野座村、うるま市を予定

那覇空港、那覇港及び中城湾港周辺
の主務大臣が指定する地域を予定

名護市

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ施設、教養
文化施設、休養施設、集会
施設、販売施設

製造業、こん包業、倉庫
業、卸売業、道路貨物運送
業、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業、機械設
計業、自然科学研究所に、
商品検査業、計量証明業、
研究開発支援検査分析業等
を追加

情報記録物の製造業、
電気通信業、映画・ﾋﾞ
ﾃﾞｵ制作業、放送業、ｿﾌ
ﾄｳｪｱ業、情報処理・提
供ｻｰﾋﾞｽ業、小売業・製
造業等のｺｰﾙｾﾝﾀｰに、ｸﾗ
ｳﾄﾞ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ
業）、ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾌﾟﾛｾｽ・
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ（BPO）を追
加

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｲｸｽ
ﾁｪﾝｼﾞ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｻｰﾋﾞｽ･
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰに、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
ｾﾝﾀｰ、ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
を追加

（所得控除）
製造業、こん包業、倉庫業に、
特定の無店舗小売業、特定の機
械等修理業を追加

（投資税額控除・特別償却）
製造業、こん包業、倉庫業、卸
売業、道路貨物運送業に、国際
物流拠点における物資の流通に
係る無店舗小売業・機械等修理
業、貸倉庫業を追加

金融業、金融関連業務（特定
の自主規制業務（特定投資家
向け取引所市場に係る指定ア
ドバイザー）を追加）

投資税額控除

機械・装置15％、建物・附
属設備8％、構築物8％(法
人税額の20％限度、繰越4
年、投資上限額20億円）

機械・装置15％、器具・備
品15％、建物・附属設備
8％(法人税額の20％限度、
繰越4年、投資上限額20億円）

機械・装置15％、建物・附属設
備8％(法人税額の20％限度、繰
越4年、投資上限額20億円）

機械・装置15％、器具・備品
15％、建物・附属設備8％(法
人税額の20％限度、繰越4年、
投資上限額20億円）

特別償却　　 ―
機械・装置34％、器具・備
品34％、建物・附属設備20％

機械・装置50％、建物・附属設
備25％ ―

沖縄型特定免税店制度 ― ― ―
選択課税制度

（製品課税or原料課税）
―

―資産割1/2　5年間

―

関　税

地
方
税

地方交付税による
減収補填措置

事業税・不動産取得税・固定資産税

事業所税の軽減措置

国際物流拠点産業集積地域 金融業務特別地区

40％　10年間
（直接人件費の20％を上限）

対象業種・施設

国

税

い
ず
れ
か
を
選
択

所得控除制度 ― ― 40％　10年間― 40％　10年間

対	象	地	域	等

機械・装置15％、器具・備品15％、建物・附属
設備8％、構築物8％(法人税額の20％限度、繰
越4年、投資上限額20億円）

名　　　	称 観光地形成促進地域 情報通信産業振興地域産業高度化・事業革新促進
地域

沖縄県知事 各地域・地区の区域の指定について主務大臣へ申請（事前に関係市町村の意見聴取）

主務大臣 関係行政機関の長への協議・沖縄振興審議会への意見聴取

各地域・地区の指定

○計画の公表

○計画実施状況の公表、

主務大臣への報告

策定主体：県知事

（主務大臣の同意不要）

産業高度

化・事業革

新促進計画

観光地形

成促進計

地域指定
地域指定

さらに、県が

事業者の計

画を認定

（図２）新たな地域制度の創設・拡充
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４
．
文
化
の
振
興
等

（
１
）
地
域
文
化
の
振
興
に
関
す
る
配
慮

規
定
を
継
続

（
２
）
良
好
な
景
観
の
形
成
、
自
然
環
境

の
保
全
及
び
再
生
に
関
す
る
努
力

義
務
規
定
を
創
設

（
３
）
子
育
て
の
支
援
に
関
す
る
配
慮
規

定
、
障
害
を
有
す
る
青
少
年
等
に

対
す
る
援
助
に
関
す
る
努
力
義
務

規
定
を
創
設

（
４
）
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
努
力

義
務
規
定
を
拡
充

（
５
）
国
際
協
力
・
国
際
交
流
の
推
進
に

関
す
る
努
力
義
務
規
定
を
継
続

・
県
が
作
成
す
る
事
業
計
画
に
基
づ

く
事
業
に
要
す
る
経
費
を
対
象
に

交
付
金
を
交
付
（
県
が
設
け
る
基

金
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
）。

（
図
３
）

  

７
．
沖
縄
振
興
審
議
会

○
沖
縄
振
興
審
議
会
の
設
置
そ
の
他
必

要
な
規
定
を
継
続
。

  

８
．
附
則
等

（
１
）
平
成
34
年
３
月
31
日
限
り
で
失
効

（
２
）
不
発
弾
等
に
関
す
る
施
策
の
充
実

に
関
す
る
配
慮
規
定
を
創
設

（
３
）「
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
」の
一
部
改
正（
酒

税
、
揮
発
油
税
の
軽
減
措
置
の
延

長
、
所
有
者
不
明
土
地
の
実
態
調

査
等
に
関
す
る
規
定
を
創
設
）

（
４
）「
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現

す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
の
一
部
改
正
（
沖

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
統
合
期

限
の
延
長
）

（
５
）
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
に
係
る
規

定
を
廃
止
し
、「
返
還
特
措
法
」

に
一
元
化

沖縄振興計画（策定主体：国）

【【内容】
・沖縄振興の基基本方針に関する事項
・産業振興、雇用促進・人材育成、社会
資本の整備等に関する事項

【策定手続】
・沖縄県知事が案を作成
・内閣総理大臣が、沖縄振興審議会の意
見を聴き、関係行政機関の長と協議し
て決定

【期間】１０年

観光振興計画 情報通信産業振興計画

農林水産業振興計画 職業安定計画

観光振興計画 情報通信産業振

分野別計画(策定主体：沖縄県）

【内容】
・各分野の振興方針
・地域指定（観光、情報通信産業のみ）等
【策定手続】
・沖縄振興計画に基づき沖縄県知事が作成
・主務大臣の同意を求めることができる
【期間】５年以下

沖縄振興基本方針(策定主体：国）

【内容】
・沖縄振興の意意義及び方向に関する事項
・観光・情報通信産業・農林水産業その他の産業振興、
雇用促進・人材育成、社会資本の整備等に関する基
本的な事項

【策定手続】
・内閣総理大臣が、沖縄振興審議会の意見を聴き、
関係行政機関の長と協議して決定

【期間】１０年

沖縄振興計画(策定主体:沖縄県）

【内容】
・観光・情報通信産業・農林水産業その他の
産業振興、雇用促進・人材育成、社会資本
の整備等に関する事項

【策定手続】
・基本方針に基づき沖縄県知事が作成（努力

義務規定）
・基本方針に適合しない場合、内閣総理大臣

は沖縄県知事に変更を求めることができる

【期間】１０年

別計画(策( 定主体 沖縄県）

（改正前） （改正後）

興計画

※分野別計画は法定計画とせず（県が条例
等に基づき自ら定めることは可能）

  

５
．
均
衡
あ
る
発
展

（
１
）
無
医
地
区
に
お
け
る
医

療
の
確
保
の
た
め
の
措

置
を
継
続
、
無
医
地
区

以
外
の
地
区
に
お
け
る

医
療
の
充
実
に
関
す
る

配
慮
規
定
を
創
設

（
２
）
離
島
の
地
域
に
お
け
る

高
齢
者
の
福
祉
の
増
進

に
関
す
る
配
慮
規
定
を

継
続

（
３
）
交
通
の
確
保
等
に
関
す

る
配
慮
規
定
を
拡
充

（
４
）
離
島
の
地
域
の
小
規
模

校
に
お
け
る
教
育
の
充

実
に
関
す
る
配
慮
規
定
、

離
島
の
旅
館
業
に
係
る

減
価
償
却
の
特
例
を
継
続

（
５
）
情
報
流
通
の
円
滑
化
及
び
通
信
体

系
の
充
実
に
関
す
る
配
慮
規
定
を

創
設

  

６
．
基
盤
の
整
備

（
１
）
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
又
は

補
助
の
割
合
の
特
例
、
国
の
直
轄

事
業
の
特
例
等
の
措
置
を
継
続

（
２
）
一
括
交
付
金
を
交
付
す
る
規
定
を

創
設

沖縄振興特別推進交付金

年度途中に新たな事業ニーズにも
対応可能とするとともに、沖縄振興に
資するソフト事業などを対象とし、移し
替えせずに原則内閣府で執行する沖
縄独自の制度として創設。
執行手続きを可能な限り簡素合理

化。

従前の沖縄振興自主戦略交付金を
拡充（全国並び）するとともに、沖
縄独自に対象範囲を拡大し創設。

沖縄振興公共投資交付金

内
閣
府

沖

縄

県

①自主的な事業選択
沖縄振興に資する事業（交
付要綱に規定）の中から選
択

②交付金を交付
原則各省に移し替えて交付①自主的な事業選択

沖

縄

県
②交付金を交付

沖縄振興に資する事業（交
付要綱に規定）の中から選
択

原則内閣府から交付

内
閣
府

＜主な対象事業＞
・交通安全施設整備費補助金の一部 （警察庁）
・学校施設環境改善交付金の一部 （文部科学省）
・水道施設整備費補助の一部 （厚生労働省）
・医療施設等施設整備費補助金 （〃）
・農山漁村地域整備交付金 （農林水産省）
・農山漁村活性化対策整備交付金の一部 （〃）
・農業・食品産業強化対策整備交付金の一部（〃）
・水産業強化対策整備交付金の一部 （〃）
・社会資本整備総合交付金の一部 （国土交通省）

＜対象事業＞
・沖縄振興に資するソフト事業など

＜交付率＞８／１０

＜交付率＞
・既存の高率補助を適用

本法律に関する詳細については、
内閣府 政策統括官（沖縄政策担当）付
参事官（企画担当）室までお問い合わせください。
電話：０３－３５８１－０９９３（直通）

（図１）沖縄振興法制における計画体系の変更

（図３）一括交付金の概要


